
 

 

 

 

 

 

 

危機管理マニュアル 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

坂町立坂中学校 

（令和８年４月） 

 

 

 

 

 

 

 

 



目   次 

基本的な考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

事故等発生時の対応マニュアル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

救急車の呼び方と到着するまでに行うこと・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

緊急連絡先（担当医・タクシー・医療関係・公共機関） ・・・・・・・・ ４ 

火災発生時の対応マニュアル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ 

地震発生時の対応マニュアル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６ 

津波避難経路・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７ 

避難経路及び学校防災組織・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８ 

欠席届等の連絡がない（不明児童生徒）時の対応マニュアル・・・・・・・  9 

問題行動・いじめ発生時の対応マニュアル・・・・・・・・・・・・・・・１0 

薬物乱用発生時の対応マニュアル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１1 

食中毒等発生時の対応マニュアル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１2 

食物アレルギー発生時の対応マニュアル・・・・・・・・・・・・・・・・１３ 

熱中症発生時の対応マニュアル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４ 

不審者侵入時の対応マニュアル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５ 

校外での事件・事故発生時の対応マニュアル・・・・・・・・・・・・・・１６ 

教師の体罰発生時の対応マニュアル・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７ 

教師のセクシャル・ハラスメント発生時の対応マニュアル・・・・・・・・１８ 

自殺予告情報入手時の対応マニュアル・・・・・・・・・・・・・・・・・１９ 

校外での文書（個人情報）紛失時の対応マニュアル・・・・・・・・・・・２０ 

「気象警報」等発令時における対応について・・・・・・・・・・・・・・２１ 

保護者への引き渡しについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２ 

自然災害時における心のケアの進め方・・・・・・・・・・・・・・・・・２３ 

心のケア（P T S D関係）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４ 

異物混入時の対応マニュアル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５ 



 1 

 

基本的な考え方 

 

 

【危機管理とは】 

○ 平時において、危機（事件・事故）を未然に防ぐ手段を講じること。 

○ 万一、危機（事件・事故）が発生した場合に、その被害を最小限に

食い止めること。 

○ 危機（事件・事故）の後、対応や措置をすること。 

 

 

【危機管理対応上の留意点】 

○ 生徒の生命の尊重、人権の尊重を考えて対応に当たる。 

○ 校長を中心とした学校体制で、全教職員の共通理解のもと、組織と

して協働で対応に当たる。 

○ 迅速な対応、状況の把握、的確な判断、報告が重要である。 

○ 悪い本当の情報こそ最優先で報告する。 

○ 事前活動（未然防止）を最高の危機管理と認識する。 

○ 常に最悪のことを想定し、その最悪が起こらないように防止し、回

避する。 

 

 

 

 

「危機管理とは、信頼される教師によってのみ成立する」 
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事故等発生時の対応マニュアル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 発見者は、被害生徒等の症状を確認し、近くにいる教職員や生徒等に応援を要請する

とともに、被害生徒等の状況に応じて、速やかに止血、心肺蘇生などの応急手当てを行

い、必要があれば AEDおよび救急車の要請を行う。 

２ 被害生徒等の保護者に対し、事故等の発生（第 1 報）を可能な限り早く連絡する。そ

の際、事故等の状況、ケガの程度など最低限必要とする情報を整理した上で行う。被害

の詳細や搬送先の医療機関等、ある程度の情報が整理できた段階で第２報を行うととも

に、以後、正確かつ迅速な連絡に努める。 

３ 被害生徒等の生命に関わる緊急事案については、管理職への報告よりも救命処置を優

先させ迅速に対応する。 

４ 応急処置を優先しつつも、事故等の発生状況や事故等発生後の対応及び結果について、

適宜メモを残すことを心掛け、対応がひと段落した時点でメモを整理する。（応援に駆け

付けた教職員に対し、記録担当の役割を指示する。） 

事故等発生 

発見者 ・発生した事態や状況の把握 

     ・傷病者の症状の確認（意識、心拍、呼吸、出血等） 

     ・心肺蘇生法などの応急処置（現場で直ちに） 

     ・協力要請や指示 

養護教諭 

近くの教職員または生徒等 

校長等 
管理職 

教職員 

警察（110番）や救急車（119番）

の出動要請 

医療機関 
学
校
医 

保
護
者 

教
育
委
員
会 

関係者からの聞き取り

《聞き取り担当》 

保護者対応 

《保護者担当》 

生徒等への指導等 

《学年担当》 

救護活動 

《救護担当》 

事務を統括 

《庶務担当》 

報道機関への対応 

《報道担当》 

教育再開準備 

《総務担当》 

学校安全対策の実施

《学校安全担当》 

処置 
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救急車の呼び方と到着するまでに行うこと 

 

 

    １１９番   「救急車をお願いします。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校名 「坂町立坂中学校です。℡ 082-885-0004」 

住 所 「安芸郡坂町横浜中央一丁目 6－57です。」 

学校の場所と目標  「坂駅から東側約 500mです」 

電話をかけた人の名前  「私は、○○です」 

事故の状況と人数（詳しく） 

      運動場か教室か 

学校の入り口付近でサイレンを止めてもらう 

【救急車の到着までにすること】 

① 必要な手当てをする。 

② 電話をあけておく。 

③ 病院に行く準備をする。 

  （担任は、家庭への連絡を行う。希望病院、保険証） 

【救急車が到着したら】 

① 患者の容態と行った処置を伝える。 

② 希望する病院があれば伝える。但し、救急隊の判断による場合

もある。 

※ 救急車には、教頭（不在の場合は、事故の状況をよく把握している者）が同乗

し、状況の報告及び保護者対応を行う。 

※ 校長（不在の場合は教頭）は、学校にて当該事故に係る指示・連絡・対応等に

当たる。重篤な事故等の場合、上記対応の後、校長は病院等に出向く。 

※ 救急車が保健室やグラウンドに行けるように、中庭付近の通り道には駐車しな

い。 

※ 外で一人が救急車の誘導にあたる。 
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緊急連絡先 

 
学校担当医 

 

タクシー関係 
名    前 電話番号 名    前 電話番号 

（内 科）河原俊司 820-1711 カープタクシー 884-0101 

（歯 科）久保和雄 885-0111   

（眼 科）飯田貴士 884-4133   

（耳鼻科）伊達知仁 822-1146   

（薬剤師）岡野祐樹 287-3622 

 

  

  

 

 

 

医療関係 公共機関・施設等 
名    前 電話番号 名    前 電話番号 

済生会広島病院 884-2566 坂町教育委員会 820-1524 

マツダ病院 565-5000 海田警察署 820-0110 

たなべ整形外科 884-4155 広島市安芸消防署坂出張所 885-0100 

平田整形外科 888-3131 坂町給食センター 885-0214 

金谷整形外科 822-2070 ユニオンセキュリティ 0823-24-2155 

中村歯科 820-1811 広島地域保健所海田分室 822-5111 

ふじもと歯科 884-0118   

豊田内科 885-0280   

小坂内科 885-0280   
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火災発生時の対応マニュアル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 第一避難場所は、運動場とする。 

２ 避難経路は、火災発生場所より遠いところを考える。 

３ 自分の業務については、学校防災組織で確認しておくこと。 

４ 防火管理者の選任、避難訓練の実施については、消防法第 8 条第 1 項・消防法施行令

第 4条第 3項に基づき、行う。 

発見者 

非常ベル 

職員室 

校長・教頭 
消防署（１１９）通報 

緊急校内放送 

教職員 

避難・誘導 消火 搬出 救護 

人員点呼 

校長（教頭） 

教育委員会へ報告 マスコミへの対応 
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地震発生時の対応マニュアル 

 

 

 

生徒の安全確保の指示 

教室 窓・壁の反対側に頭を向けて机の下にもぐり机の脚を持つ。 

特別教室 実験・実習中であれば危険物から離れる。（火を消す） 

体育館 器具や窓ガラスから離れ中央部に集まり低い姿勢で頭を守る。 

廊下や階段 低い姿勢で頭を守る。近くの教室の机の下にもぐる。 

トイレ ドアを開き頭を守る。 

運動場・中庭 建物から離れ中央部に集まり低い姿勢をとる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震発生 

運動場に集合 

点呼 

校長（教頭） 

校舎内点検 

情報収集（ＴＶ・ラジオ・町内放送） 

大津波警報（3ｍ程度以上）の場合 津波警報（2ｍ程度）の場合 

校舎上階へ避難 「定められた避難場所」へ「定め
られた避難経路」により避難 

教育委員会と連携 教育委員会と連携 

保護者への引き渡し 今後の対応決定 

○保護者への連絡 

○関係機関への連絡 

○避難所設置 

○二次避難の検討 

○対応状況、負傷者数、施設等被害状況の教

育委員会への報告 
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避難場所 

坂中学校 津波避難経路 

尾鷹公園広場(横浜中央一丁目 18680番 22)      
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(1) 北館 1年生の避難経路 [3階]  

  多目的室    WC そらいろ２Ａ １組 ２組 ３組 学年室   

    

 

(2) 北館 2年生の避難経路 [2階] 

  図書室 PC  WC そらいろ２Ｂ １組 ２組 ３組 学年室   

    

 

(3) 北館 3年生の避難経路 [1階] 

 

   保健室  WC そらいろ２Ｃ １組 学年室 ２組 ３組   

    

 

(4)  南館の避難経路 [3階] 

   

 

   

 

(5)  南館の避難経路 [2階] 

   

 

校長室・職員室等  WC 第１理科室 準備室 第２理科室   

 

(6) 南館の避難経路 [1階] 

生徒玄関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務室 

  

 

 

WC そらいろ１ そらいろ１ 準備室 美術室   

 

技術室 

中央階段 

中央階段 

中央階段 

坂中学校 避難経路             令和８年４月１日 

中央階段 

音楽室 WC 和室 調理室 被服室 準備室 

中央階段 

通級教室 

中央階段 
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学校防災組織と主な活動内容（◎…当日   ☆…事前） 

 

         通報・連絡係（教頭、事務長）……◎消防署、教育委員会 

                         ◎校内通報 

         消火係（各学年副担任等）………◎初期消火 

                         ☆消火器点検 

         避難係（各担任等）    ………◎児童生徒の安全退避 

                         ◎児童生徒の管理 

     ◎逃げ遅れ児童生徒の発見、誘導                     

    ☆避難通路の確認 

                         ☆避難の仕方の指導 

         誘導係（生徒指導主事、特支担任１名）  ………◎階段の誘導 

         査察係（各副担）     ………◎トイレ、特別教室の点検 

         搬出係（教務主任、事務長（主事））  ………◎重要物品の搬出 

                         ☆重要物品の管理 

         救護係（養護教諭）    ………◎負傷者の救護 

 

 

本 部 

長：校長 
副：教頭 

○総指揮 
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出欠確認で不明生徒が判明 

欠席届等の連絡がない（不明生徒）時の対応マニュアル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 朝のSHRで出欠確認をし、不明生徒がいた時には速やかに兄弟姉妹に尋ね確認する。確認がとれない時

には、保護者に電話で確認する。（緊急連絡先一覧表は手元においておく。） 

2 保護者に連絡し確認が取れた時には、欠席届の連絡のお願いをする。その後、校長（教頭）に生徒の連

絡がとれたことを報告する。 

3 保護者との連絡がとれても生徒が不明のままの時には、校長（教頭）に報告し、複数の教職員が捜索に

出かける。当該教職員は、捜索の状況を時々学校に連絡し、校長（教頭）の指示を受ける。発見できた

時は、直ちに連絡する。 

4 生徒を発見できない時には、緊急職員会議を開き、対応策を協議する。校長が教育委員会・警察に連絡

し捜索の協力を求めるとともに、全教職員で捜索を続ける。 

5 生徒を発見できた時には保護し、直ちに学校に連れてくる。担任は、生徒から経過（家を出てからの状

況、気持ち等を引き出し、生徒を指導する。その結果を校長（教頭）に報告する。 

6 今後の対応策を協議するとともに、必要に応じて全生徒へ指導を行う。 

兄弟姉妹へ尋ねる。家庭へ電話連格（緊急連格先へ電話） 

みつからない 

みつかった 

捜索 

教育委員会に報告 

不明生徒がみつ
かったか 

みつかった 

不明生徒がみつ
かったか 

みつからない 

警察に連絡 

校長がマスコミ対応 

緊急職員会議 

当該生徒へ指導 

校長（教頭）へ報告 

事実関係の把握 
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問題行動・いじめ発生時の対応マニュアル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 複数の教職員で現場に急行し、事態を収拾するとともに、校長に報告する。 

２ 当該生徒から迅速に事情を聴き、事実関係を正確に把握する（当該生徒が複数の場合

は別々に事情を聴く。） 

３ 重大な事件・事故は、速やかに警察等に連絡する。救急措置が必要な場合は、救急車

を呼ぶ。 

４ 重大な問題行動に対しては、プロジェクトチームをつくり、生徒指導主事等が中心と

なり組織的に対応する。 

５ 職員会議において、校長が事件の状況を説明し、対応方針、教職員の役割分担、今後

の日程等について指示する。 

６ 全校生徒への指導においては、混乱を起こさないこと、プライバシーを守ることを基

本に行う。被害生徒及び保護者の了解を取っておくことが必要である。 

７ 二度と事件を起こさないための未然防止の在り方について、検討する。 

 

 

 

問題行動発生 

現場での事態収拾 

教育委員会へ一報 

校長へ報告 

事実関係の把握 

必要に応じ、警察・救急車 

プロジェクトチームで対応 

校長がマスコミ対応 緊急職員会議 

当該生徒へ指導 
（保護者との連携） 

全校生徒へ指導 必要に応じ、保護者説明会 

今後の対応・方針を検討 教育委員会へ報告 

病院・警察との連携 
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薬物乱用発生時の対応マニュアル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 発見者は、本人の症状が軽ければ保健室に連れて行く。症状が重い場合はその場にお

いて養護教諭に連絡する。その後直ちに校長に連絡する。 

２ 養護教諭は直ちに応急処置を行い、保健調査書からかかりつけの病院を調べ、電話で

受け入れの確認をして、タクシーの手配を行う。担任は家庭へ、病状、行き先の病院名

及び保険証持参について伝える。 

３ 養護教諭は、保健調査書持参で病院へ移送する。治療が長引くときは、途中で校長に

経過報告をする。 

４ 養護教諭が不在のときは、担任又は教頭が行う。 

５ 必要に応じて、救急車の要請を行う。 

６ 校長は、薬物乱用が発生したら事実を確認し、適切な処置をとり、教育委員会へ状況

を報告する。必要に応じて、指導を受ける。 

７ 生徒指導部で今後の対応策を検討し、職員会議で共通理解を図る。その後、当該生徒

の家庭への指導を継続して行う。 

８ 教職員の共通理解のもとに生徒の指導を行い、必要に応じて家庭に協力を求める。 

９ マスコミ対応は、校長が行う。（窓口一本化） 

薬物乱用発生 

症状はどの
程度か 保健室へ運ぶ 

校長へ報告 

教育委員 
会へ一報 

校長が 
マスコ
ミ対応 

家庭へ連絡 
※症状 
 病院名 
 保険証持参 

養護教諭に連絡 
１ 応急措置 
２ タクシー電話○○ 
  病院電話○○ 
３ 必要に応じ救急車の要請 
※病院受け入れ確認、保健調 
査書等 

生徒指導部（プロジェクトチーム） 

当該生徒へ
指導 

軽度 

重度 

教育委員会へ報告 

職員会議 

家庭へ協力
を求める 

マスコミ対応 
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食中毒等発生時の対応マニュアル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欠席者・早退者 

保護者（本人）から聞き取り 

・症状の内容・発症の日時 

・医師の診断の有無と所見 

登校している生徒 

・学級全体の生徒の健康観察 

・他の学級、学年の状況把握 

学校運営 

・医療機関の確保と把握 

・授業の継続か打ち切りか 

・臨時休業 

・学校給食の停止 

・原因究明に対する協力 

・外部への対応（一本化） 

症状のある者 

・保護者への連絡 

・早退、欠席等の措置 

・医療機関への受診 

・家庭訪問 

症状のない者 

・臨時健康診断 

・保健指導 

・保護者への通知 

対応についての協議 

・現時点までの状況説明 

・教職員の役割分担 

・プライバシー保護 

異常・異変発生 

症状の把握 

○欠席連絡・健康観察などから 

・生徒の異常・異変に気づく 

・以上を訴える生徒が普段より多い 

・欠席者や早退者が通常より多い 

学校医・医療機関の指導助言 

・感染症の疑い 

・欠席者等への対応（必要に応じ家庭訪問等） 

食中毒の疑い 

校内対策会議 

生徒・保護者への対応 

なし 

あり 

必要に応じ保護者説明会の開催 

（状況や対応内容の説明、検便等各種調査協力依頼など） 

医療機関への連絡 

全校集会（必要に応じて） 

・学校医・給食センター・保健所・教育委員会 

・状況説明、保健衛生指導など 
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校内対策委員会の設置 

① 現時点までの状況説明をする。 

② 学校としての今後の具体的対応策を協議する。 

③ 各職員の役割分担を確認する。 

④ 発症生徒のプライバシー保護について確認する。 

 

職員の役割 

校長 ◎関係機関との連絡調整 

◎市町対策会議等への対応 

教頭 ◎対策本部（職員室）に詰め、状況把握及び連絡調整 

◎事故報告書の作成準備 

事務長 ◎外部からの対応 

教務主任 ◎全校生徒の出欠状況の整理 

◎保護者向けの文書も作成 

◎関係書類の整備 

担任 ◎生徒の臨時健康観察 

発症した生

徒の担任 

◎家庭と連絡をとり、状況確認 

◎発症者報告書（個人）の作成 

◎他の生徒の指導 

保健主事 

養護教諭 

◎発症した生徒の対応 

◎臨時健康観察結果の回収、集計 

◎発症報告書（個人）の回収及び発症生徒一覧表の作成 

◎発症報告に基づき、医療機関別に診察を受けた生徒の状況一覧の作成 

学校医 ◎生徒の健康診断、診察、保健衛生指導 

◎保護者へ依頼すべき生徒の健康管理に関する指導、協力 
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食物アレルギー発生時の対応マニュアル 

 
アレルギー症状が

ある（食物の関与

が疑われる） 

原因食物を食べた 

（可能性を含む） 

原因食物に触れた 

（可能性を含む） 

発見者（観察者）が行うこと 

① 生徒から離れず、観察を行う 

② 助けを呼ぶ 

③ 緊急性の判断（５分以内） 

④ AED、エピペン、内服薬を指示 

緊急性が高いアレルギ

ー症状はあるか判断 

・ただちに「エピペン」を使用する 

・救急車を要請する 

・可能であればその場で内服薬を飲 

ませる 

・その場で安静にする 

・その場で救急車を待つ 

 

内服薬を飲ませる 

（生徒所持） 

保健室または安静

にできる場所へ移

動する 

5 分ごとに症状を

観察し、チェック

シートに従って判

断し、対応する。 

 

消防（救急車）へ

引き継ぐ 

発見者（観察者）以外の者 

・管理職に報告 

・保護者に連絡 

・記録 

（アナフィラキシー（食物アレ 

ルギー）緊急対応経過記録票） 

 

教育委員会に報告 

<緊急性の高いアレルギー症状> 

・ぐったり・意識もうろう・失禁・脈が触れにくい・唇や爪が青白い・

のどや胸の締め付け・声のかすれ・咳（持続する強い咳き込み・犬が吠

えるような咳）・息がしにくい・ぜーぜーする・腹痛・嘔吐 

ある ない 
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熱中症発生時の対応マニュアル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熱中症を疑う症状がある 

めまい・失神・筋肉痛・筋肉の硬直・大量の発汗・頭痛・不快感・吐き気・嘔吐・

倦怠感・虚脱感・意識障害・けいれん・手足の運動障害・高体温 

はい 

呼びかけに応えるか 

はい いいえ 

涼しい場所へ避難し、服をゆ

るめ体を冷やす 
救急車を呼ぶ 

救急車が到着するまでの間に応急処

置を始める。呼びかけの反応が悪い

場合は無理に水を飲ませないこと 
水分を自力で摂取できる 

はい 

水分・塩分を補給する 

大量に汗をかいている場合は、塩分

の入ったスポーツドリンクや経口補

水液、食塩水を補給する 

涼しい場所へ避難し、服をゆるめ

体を冷やす 

氷のう等があれば、首、腋の下、大

腿のつけ根を集中的に冷やす 

医療機関へ 

本人が倒れたときの状況を知っている人が

付き添い、発症時の状態を伝える 
はい いいえ 

症状がよくなった 

いいえ 

そのまま安静にして十分に休息をと

り、回復したら帰宅させる 

（保護者連絡を必ずする） 
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不審者侵入時の対応マニュアル（犯罪被害防止） 

１ 日常の管理 

段階 具体的な方策 

① 校門 校門の開閉時間の指定、利用箇所の指定 

② 校門から校舎入口 防犯カメラの設置、死角の排除 

③ 校舎への入口 入口の指定、来校者の受付管理 

 

２ 不審者侵入時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関係者以外の学校への立ち入り 

不審者かどうか 受付に案内する 
正当な理由あり 

立ち入りの正当な
理由なし 

退去を求める 

危害を加える 
恐れはないか 

ない 

退去したか 
した 

しない 

ある 

隔離・通報する 

生徒の安全を守る 

負傷者がいるか 

応急手当などをする 

事後の対応や措置をする 

いない 

いる 

【組織的対応１】 

教職員へ緊急連絡 

暴力行為抑止と退
去の説得 

１１０番通報 

別室に案内し隔離 

教育委員会へ緊急
連絡・支援要請 

【組織的対応２】 

防御（暴力の抑止と被害
拡大の防止） 

移動阻止 

全校への周知、生徒の把
握 

避難誘導 

教職員の役割分担と連携 

周辺の店や子ども１１０
番の家等との連携 

警察による保護・逮捕 

救急隊の到着まで応急
手当 

速やかな１１９番通報 

被害者等への心のケア
着手 

【事件・事故対策
本部発動】 

情報の整理と提供 

保護者等への説明 

心のケア 

教育再開準備 

再発防止対策実施 

報告書の作成 

災害共済給付請求 

必ず声かけを行う 



 16 

校外での事件・事故発生時の対応マニュアル 

（交通事故・行方不明・死亡・不審者発見等） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マスコミ
対応 

事件・事故発生 

校長へ報告 

全保護者へ連絡 

協議 

関係機関（消防
署、警察署等）へ
連絡 
※即、校長（教頭）
が関係機関（病院
等）に出向く。 

当該保護
者へ連絡 

教育委員会へ一報 
（教育委員会が管内学
校、県教委に報告） 

緊急連絡網に
より全教職員
に連絡 
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教師の体罰発生時の対応マニュアル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 一人で解決しようと思わず、このマニュアルにそった迅速な対応が必要である。 

２ 生徒が負傷したときには、すぐ養護教諭に連絡し、応急手当をする。その後は、「事故

災害発生時の対応マニュアル」による。 

３ 担任及び当該教員は、当該生徒の保護者に会い、信頼回復の努力を行う。 

４ 必要に応じて、校長・教頭が家庭へ出かけて謝罪する。 

体罰発生 

負傷して 
いるか 

養護教諭へ
連絡 

している 

していない 

校長へ報告 

※事故災害発生時の
対応マニュアルで 

マスコミ
対応 

教育委員
会へ一報 

当該生徒の保護者へ連絡、謝罪 

今後の対応・方針を検討 教育委員会へ報告 

緊急職員会議 

事実確認 
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教師のセクシャル・ハラスメント発生時の対応マニュアル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 担任及び当該教員は、被害生徒の保護者に会い、信頼回復の努力を行う。 

２ 必要に応じて、校長・教頭が家庭へ出かけて謝罪することも行う。 

３ 被害生徒のプライバシーを厳守する。 

校長へ報告 

マスコミ
対応 

教育委員
会へ一報 

事実確認 

被害生徒の保護者へ連絡、謝罪 

今後の対応・方針を検討 教育委員会へ報告 

緊急職員会議 

セクハラの連絡あり 

スクールカウン 
セラーとの連携 
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自殺予告情報入手時の対応マニュアル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 勤務時間内に自殺予告の連絡があったときは、担任はまず生徒の心身の健康状態の観

察を行う。気になる生徒には、個別に観察を行う。次に、欠席生徒の確認を電話で行う。

もし、生徒の様子が気になり自宅に一人でいるときには、保護者に連絡し、担任はすぐ

に家庭訪問を行う。 

２ 担任は、欠席生徒の確認の後、職員室に集合し、生徒の様子を報告する。 

３ 勤務時間外に自殺予告の連絡があったときには、教頭が全教職員に連絡する。担任は

すぐに保護者に連絡し、生徒の確認を行う。その結果を教頭に連絡する。必要に応じて、

全教職員が集合することもある。 

４ 事後指導として、生命尊重について指導する。 

 

 

教頭が全教職
員に連絡 

教育委員
会へ一報 

マスコミ
対応 

教職員集合 
報告 

事後指導 

担任が欠席生
徒の確認 

自殺予告 

時間外 時間内 

担任が生徒
の把握 

勤務時間内
かどうか 

学校（校長） 

教頭 

担任が保護者に
連絡し生徒の確
認 

翌日、事後指導 
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文書（個人情報）紛失時の対応マニュアル 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校長へ報告 

教育委員会へ一報 

緊急職員会議等に
より全教職員に連
絡・対応を協議 

文書は、校外に持ち出してはならない。ただし、校長の許可を得たときは、この限りでない。 

※ 文書とは、学校の職員が職務上作成し、または取得した文書、図面、写真及び電磁的記録

（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作ら

れた記録をいう。）をいう。ただし、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売する

ことを目的として発行されるものを除く。 

 

当該保護者・生徒 
へ個別に連絡、謝罪 

含む 

含まない 

個人情報を 
含むか 

必要に応じて、 
全保護者へ連絡 

教育委員会へ報告 

マスコミ対応 

文書の紛失（校内・校外） 
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「気象警報」等発令時における対応について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町内放送（午前７時の定時放送後及び７時１０分（計２回）） 

※大雨注意報により自宅待機となる場合 → 一斉メール 

① 午前７時の時点で、坂町または広島県全域に警報が１つでも発令中の場合 

            （大雨・洪水・暴風・高潮） 

 

自宅待機 

※大雨注意報が発令された時でも、自宅待機となる場合もある 

①-1 午前１１時の時点で、警報継続中の場合 

 

臨時休校 

町内放送（午前１１時）＋ 一斉メール 

①-2 午前１１時の時点で、警報が解除＋避難準備も解除された場合 

 

町内放送（午前１１時）＋ 一斉メール 

１２時４５分～ 

１３時１５分までに登校 

（自宅で昼食を済ませて

登校） 

※午前９時に警報解除の

場合も登校時間は同じ 

② 登校後において、警報（大雨注意報による避難準備も含む）が発令された場合 

 

学校待機 授業打ち切り 集団下校 保護者による迎え 
状況に応

じて 
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保護者への引き渡し（不審者出没の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・各種情報を確認し、安全の可否を判断する。 

・情報だけにとらわれず、目視して状況を確認する。 

・引き渡し実施可否の判断は校長が行う。 

・引き渡しについては、その方法について事前に取り決めをしておく。 

・生徒に危害が及ぶ可能性が高い場合は、生徒を引き渡さず、学校に留まることもある。 

引き渡しのルール 

不
審
者
の
出
没 

危険物を持った

不審者が学区内

にいる 

○保護者が来るまで、学校に待機させる。 

○時間がかかっても保護者が来るまでは、

生徒を学校で保護しておく。 

○警察や報道機関の発表の状況により、学

校に残っている生徒を帰宅させることも

ある。 

生徒に危害が及

ぶ可能性がある 

各種の情報収集・学区周辺の安全確認 

引き渡し実施可否決定 

保護者への連絡 

事前確認メール配信・

電話 等 

保護者迎え 待機継続 

 

引き渡しの実施・記録 

① いつ 

② 誰に 

③ どこへ（連絡先） 

 

引き渡し完了 

・引き渡し状況の集約 

待
機
継
続 

校長に報告 

【不審者出没の場合】 

○警察や報道機関による発表の状況 

○不審者が学区内にいる可能性が高い 

○生徒に危害を加える可能性がある 

 

チェックリスト 

する しない 

来
ら
れ
る 

来
ら
れ
な
い 

※引き渡しの判断基準 

教育委員会に報告 
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保護者引き渡しの際の教職員行動一覧 

 業務内容 

校長 ◎全体への指示や把握報告を行う。 

◎教育委員会への状況の報告を行う。 

◎関係部署との連絡・調整を行う。（教育委員会・町内小学校） 

教頭 ◎状況の把握を行う。 

◎報道機関が発表する情報を収集する。 

◎必要に応じて、外部関係機関との連絡・調整を行う。（警察署・消防署・各医療機関・

坂町役場） 

◎PTA との連携を図る。 

◎学年主任の報告を受け、引き渡し状況を把握する。校長への報告も行う。必要があ

れば全体への指示を行う。 

◎学校一斉メールの送信 

教務主任 ◎状況に応じて適宜指示を出す。 

◎必要に応じて校内放送で避難指示を出す。 

◎教頭と連携して、問い合わせに対応する。 

◎報道機関が発表する情報を収集し、必要があれば教職員に伝達する。 

生徒指導主事 ◎報道機関や警察が発表する情報の確認を行う。 

◎引き渡し開始後は、随時来校する保護者に引き渡し方法を伝達する。 

◎必要があれば、生徒や教職員に状況を伝達する。 

学年主任 ◎随時、学級担任に引き渡し状況を確認し、学年の引き渡し状況を確認する。 

◎引き取られていない生徒を掌握し、必要であれば保護者への連絡を行う。 

◎引き渡し開始から 1 時間単位で、教頭に引き渡し状況を報告する。終了時にも報告

を行う。 

◎時間がかかっても保護者が来るまでは学校（待機場所）に待機させておく。 

学級担任 ◎引き取りに来た人に、名簿に名前、生徒との関係と連絡先を記入してもらい、生徒

にも照合してもらう。 

◎時間がかかっても保護者が来るまでは学校（待機場所）に待機させておく。 

◎引き渡しが終了した場合は、交通整理や人員が不足している場所の業務にあたる。 

学年副担任 ◎引き渡し開始時間に来校した保護者を、指定の場所に誘導する。 

◎生徒の状況を把握しながら、随時来校する保護者に引き渡し方法の説明を行う。 

◎時間がかかっても保護者が来るまでは学校（待機場所）に待機させておく。 

事務長 

（事務職員） 

◎引き渡し開始時間に来校した保護者を、指定の場所に誘導する。 

◎駐車場の整理にあたる。 

◎事務室には必ず最低一人は待機し、電話対応を行う。 

養護教諭 ◎負傷者がいる場合には、応急処置を行う。 

◎心の動揺が激しい生徒には、心のケアを行う。 
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心のケア（PTSD 関係） 

PTSD の三大症状 

○持続的な再体験症状 

・体験した出来事を繰り返し思い出し、悪夢を見たりす

る。 

・体験した出来事が目の前で起きているかのような生々し

い感覚がよみがえる。（フラッシュバック）等 

○体験を連想させるものからの回避症状 

・体験した出来事と関係するような話題などを避けようと

する。 

・体験した出来事を思い出せないなど記憶や意識が障害さ

れる。 

・人や物事への関心が薄らぎ、周囲と疎遠になる等 

○感情や緊張が高まる覚醒亢進症状 

・よく眠れない、イライラする、怒りっぽくなる、落ちつ

かない、物事に集中できない、極端な警戒心を持つ、ささ

いなことで驚く。等 

 

 事件・事故等に遭遇 

恐
怖
体
験 

心のキズ 

支援体制の確立 

学校を中心とした専門家（精神科医、カウンセラ

ー等）・地域の関係機関等との連携 

回 復 

○ 
 

●
保
護
者
等
の
情
報 

●
保
健
室
の
来
室
状
況 

●
質
問
紙
調
査
・
健
康
相
談
希
望
調
査 

●
教
職
員
間
の
情
報
の
共
有 

●
日
常
生
活
の
健
康
観
察 

●
普
段
の
生
活
リ
ズ
ム
を
取
り
戻
す 

●
症
状
が
必
ず
和
ら
い
で
い
く
こ
と
を
伝
え
、
安
心
感
を
与
え
る 

●
ト
ラ
ウ
マ
を
思
い
出
さ
せ
る
よ
う
な
き
っ
か
け
を
つ
く
ら
な
い

よ
う
に
す
る 

PTSD の予防・対応 
心身の健康状態の把握 

・日頃から健康観察を徹底し、情報の共有を図るなどして、問題の早期発見に努める。 

・養護教諭及び学級担任等を中心として教職員間の情報の共有を図り、心身の健康状態の把握

に努める。 

・教職員、学校医、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等の連携を日常的に

はかることが重要である。 

4 週間以上長引く 
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異物混入時の対応マニュアル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 生徒等が口にしたか 

② いつ見つけたか（配膳時/喫食中など） 

③ 誰がみつけたか 

④ 何を見つけたか（色・大きさ・形・数・見た

目の材質など） 

⑤ どのように混入していたか（食品の上/中/食

材を貫通など） 

※混入した異物は可能な限り現状保存する。 

異物発見 

【報告】 

・学級担任等は、異物

の混入状況を把握し、

校長等に報告。 

【安全確認】 

・配膳・喫食を一時

中断させる。 

危険異物 A、B 

金属片、針、針金、ガラス片、鋭利なプラ

スチック片、衛生害虫など 

校長等は全学級の学級担任等に指示 

・食品の提供・喫食の中止 

・生徒等の安全及び喫食状況の確認 

・生徒等への説明 

取り除ける 

他の食品への混入の可

能性の有無等、安全性

の確認ができるかどう

かで、提供の中止・継

続を判断する。 

※参考②参照 

取り除けない 

異物が混入している食品（混入の可能性がある食品を

含む）の提供・喫食の中止 ※参考②参照 

校長等は、（状況に応じて）保護者に説明 

校長等は、異物混入の原因が学校にある可能性がある場合は、学校における再発防止策を検討

し、実施する。 

【報告】 

坂町教育委員会 

坂町給食センター 

 

【判断】 

校長等は異物の混入状況を確認し、

提供の可否を判断する。 

非危険異物 C、原料由来物 D 

毛髪、ビニール片、繊維、スポンジ片、 

羽虫、食肉由来の鋭利な骨片など 



 

【参考②】異物混入時の給食提供の判断基準 

区分 判断基準 

食材交換 

使用中止 

提供中止 

危険異物、取り除けない異物が混入した場合、異物が混入している食材や食

品（混入の可能性がある食品を含む）の提供中止 

（例） 

・粉々になっているガラスの破片が混入していた。 

・衛生害虫（ゴキブリ等）の虫体が混入していた。 

・野菜につく虫が、大量に混入していた。 

・パンに虫が混入しており、該当部分のみの混入かどうか判断できない。 

・複数の学級のおかずに食材の袋の切れ端が混入していた。   など 

提供継続 

他の食材や食品への混入の可能性がなく、異物を取り除く（除去）ことや。

当該食材や食品を変更する（代替）ことにより安全を確認できた場合 

（例） 

・野菜に付着した虫など洗浄することで取り除けた。 

・紙片やビニール片が混入していたが、調理場等と連携し、本体と突合し、

原因が特定できた。 

・毛髪が食品の上にのっていた。               など 


